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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　商品タグと、通信機器と、前記通信機器と通信可能なサーバと、前記サーバによって検
索可能な商品データベースと、サーバによって検索可能なユーザデータベースとを備える
商品購入促進システムであって、
　前記商品タグは、商品を識別する商品識別子を含み、
　前記商品データベースは、商品詳細情報を、前記商品識別子に対応づけて格納し、
　前記通信機器は、前記商品タグから前記商品識別子を読み取るリーダと、ユーザによっ
て購入される商品を示す商品情報を受け付け、ユーザを識別する情報を含むユーザ情報を
受け付ける入力インターフェースと、及び、前記商品詳細情報を表示する出力インターフ
ェースとを備え、
　前記ユーザデータベースは、ユーザが過去に購入した商品の前記商品情報を含む各ユー
ザの商品購入履歴を、前記ユーザ情報に対応づけて格納し、
　前記通信機器が、前記リーダによって読み取られた商品識別子及び前記ユーザ情報を前
記サーバに送信すると、前記サーバは、前記商品識別子に対応する商品詳細情報を前記商
品データベースから検索し、かつ、前記ユーザ情報に基づき、ユーザが過去に購入した商
品に関する前記商品情報を前記ユーザデータベースから検索し、前記商品データベースか
ら検索された前記商品情報が示す前記商品詳細情報を検索するか、或いは、前記ユーザ情
報に基づき、ユーザが過去に購入した商品に関する前記商品情報を前記ユーザデータベー
スから検索し、次に、前記購入を予定している商品の商品詳細情報と、ユーザが過去に購
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入した商品の前記商品詳細情報又は前記商品情報から組み合わせ情報を作成して前記通信
機器に送信し、前記通信機器は、前記商品詳細情報及び前記組み合わせ情報を前記出力イ
ンターフェースに表示し、
　前記出力インターフェースに表示された商品詳細情報を参照したユーザが、前記商品情
報を入力した場合、前記通信機器は、前記商品情報を前記サーバに送信し、これを受けて
、前記サーバは、前記商品の購入に関する課金処理し、前記商品情報を前記ユーザ情報と
、リンクづけて、ユーザデータベースに保存し、
　前記リーダにより読み取られた、前記商品識別子と、前記商品タグとは別の商品タグに
備えられた商品識別子とを比較する比較器をさらに備える、
　商品購入促進システム。
【請求項２】
　前記入力インターフェースは、さらに、前記商品の購入先の店舗を示す店舗情報を受け
付け、
　前記商品詳細情報は、一又は複数の店舗から送信される在庫の変動情報に基づき更新さ
れる商品の在庫情報を含み、
　前記出力インターフェースに表示された商品詳細情報を参照したユーザが、前記商品情
報を入力した場合、前記通信機器は、前記店舗情報をさらに前記サーバに送信し、これを
受けて、前記サーバは、商品倉庫に対して商品の購入がされる旨を通知し、
　前記商品倉庫は、前記出力インターフェースに表示された商品詳細情報を参照したユー
ザが、購入する店舗を選択するために入力した店舗情報が示す店舗の商品倉庫である、
　ことを特徴とする請求項１に記載の商品購入システム。
【請求項３】
　前記通信機器から送信されたユーザ情報を受信した前記サーバは、ユーザの体型を含む
外観に関する情報をユーザ詳細情報として前記通信機器に送信することを特徴とする請求
項１又は請求項２に記載の商品購入促進システム。
【請求項４】
　前記商品詳細情報は、前記商品識別子に対応する商品に関連する一又は複数の関連商品
情報を含み、
　前記ユーザデータベースは、前記各ユーザ情報に対応して、商品選択に用いるためのユ
ーザに関する情報を含むユーザ詳細情報を格納し、
　前記通信機器が、前記商品識別子及び前記ユーザ情報を前記サーバに送信し、
　これを受けて、前記サーバは、前記商品識別子に対応する前記商品詳細情報を前記商品
データベースから検索し、かつ、前記ユーザ情報に基づき前記ユーザ詳細情報を前記ユー
ザデータベースから検索し、次に、前記検索された前記商品詳細情報に含まれる一又は複
数の関連商品情報から、ユーザに適した関連商品情報を前記ユーザ詳細情報に基づき選択
して前記通信機器に送信する、
　ことを特徴とする請求項１ないし３の何れか１項に記載の商品購入促進システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、商品購入促進システムに関し、より具体的には、各店舗の業績を評価する商
品購入促進システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、インターネットのホームページから商品情報を提供し、商品の電子商取引を行う
オンライン店舗が実施されているが、一般ユーザの多くは依然として実店舗で商品を購入
しているのが実情である。しかし、ユーザが、実店舗を訪れて商品を選択する際に、商品
のデザインを気に入ってはいるが、所望のサイズ／カラーがないとき、或いは、他店の商
品と比較した後で最終的な購入を決めたい等の理由から、実店舗で購入しないことがある
。後で再びその実店舗を訪れて商品を購入するユーザの数は、さほど多くなく、商品に興
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味があるにも拘わらず、結局は購入に至らないケースがしばしばある。そのため、実店舗
に陳列される商品を特定する商品タグをユーザが持ち帰ることにより、実店舗を再度訪れ
ることなく、商品をオンライン店舗で購入できる発明が開示されている（例えば、特許文
献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－２６８８２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、既に購入した商品と新たに購入するか検討中の商品を並べてユーザに呈示す
るシステムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するために、本発明は、商品タグと、通信機器と、前記通信機器と通信
可能なサーバと、前記サーバによって検索可能な商品データベースと、サーバによって検
索可能なユーザデータベースとを備える商品購入促進システムであって、前記商品タグは
、商品を識別する商品識別子を含み、前記商品データベースは、商品詳細情報を、前記商
品識別子に対応づけて格納し、前記通信機器は、前記商品タグから前記商品識別子を読み
取るリーダと、ユーザによって購入される商品を示す商品情報を受け付け、ユーザを識別
する情報を含むユーザ情報を受け付ける入力インターフェースと、及び、前記商品詳細情
報を表示する出力インターフェースとを備え、前記ユーザデータベースは、ユーザが過去
に購入した商品の前記商品情報を含む各ユーザの商品購入履歴を、前記ユーザ情報に対応
づけて格納し、前記通信機器が、前記リーダによって読み取られた商品識別子及び前記ユ
ーザ情報を前記サーバに送信すると、前記サーバは、前記商品識別子に対応する商品詳細
情報を前記商品データベースから検索し、かつ、前記ユーザ情報に基づき、ユーザが過去
に購入した商品に関する前記商品情報を前記ユーザデータベースから検索し、前記商品デ
ータベースから検索された前記商品情報が示す前記商品詳細情報を検索するか、或いは、
前記ユーザ情報に基づき、ユーザが過去に購入した商品に関する前記商品情報を前記ユー
ザデータベースから検索し、次に、前記購入を予定している商品の商品詳細情報と、ユー
ザが過去に購入した商品の前記商品詳細情報又は前記商品情報から組み合わせ情報を作成
して前記通信機器に送信し、前記通信機器は、前記商品詳細情報及び前記組み合わせ情報
を前記出力インターフェースに表示し、前記出力インターフェースに表示された商品詳細
情報を参照したユーザが、前記商品情報を入力した場合、前記通信機器は、前記商品情報
を前記サーバに送信し、これを受けて、前記サーバは、前記商品の購入に関する課金処理
し前記商品情報を前記ユーザ情報と、リンクづけて、ユーザデータベースに保存する、商
品購入促進システムを提供するものである。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明に係る商品購入システムは、組み合わせ情報を表示することによって、ユーザが
商品を購入するか否かの判断を容易にすることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の第一の実施形態における商品購入促進システムの全体構成図を示す。
【図２】本発明の第一の実施形態における商品購入促進システムの商品データベースの概
念図を示す。
【図３】本発明の第一の実施形態における商品購入促進システムのデータフロー図を示す
。
【図４】本発明の第一の実施形態における商品購入促進システムの商品詳細情報の概念図
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を示す。
【図５】本発明の第二の実施形態における商品購入促進システムの商品データベースの概
念図を示す。
【図６】本発明の第二の実施形態における商品購入促進システムの商品詳細情報の概念図
を示す。
【図７】本発明の第二実施形態における商品購入促進システムの比較器の利用方法の概念
図を示す。
【図８】本発明の第三の実施形態における商品購入促進システムの全体構成図を示す。
【図９】本発明の第三の実施形態における商品購入促進システムのユーザデータベースを
示す。
【図１０】本発明の第三の実施形態における商品購入促進システムの商品購入の際のデー
タフロー図を示す。
【図１１】本発明の第三の実施形態における商品購入促進システムの商品詳細情報の問合
せの際のデータフロー図を示す。
【図１２】本発明の第三の実施形態における商品購入促進システムの商品情報の問合せの
際のデータフロー図を示す。
【図１３】本発明の第四の実施形態における商品購入促進システムの全体構成図を示す。
【図１４】本発明の第四の実施形態における商品購入促進システムの商品詳細情報に含ま
れる関連商品情報が色違い商品の情報である例を示す。
【図１５】本発明の第四の実施形態における商品購入促進システムのユーザデータベース
の概念図を示す。
【図１６】本発明の第四の実施形態における商品購入促進システムのデータフロー図を示
す。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　図面を参照しながら、本発明に係る商品購入促進システムの一実施形態について以下に
説明する。
＜第一の実施形態＞
　図１は、第一の実施形態における商品購入促進システム１００の全体構成図である。商
品購入促進システム１００が備えるハードウェア機器は、主に、ユーザ側で保持又は携帯
される通信機器１０２と、ホスト側に設置したサーバ１０４及び商品データベース１０６
とを含み、通信回線を介して商品に関する情報が前記通信機器１０２と前記サーバ１０４
の間で送受信される構成になっている。
　商品に関する情報の一つとして、商品に取り付けられたり、又は商品と共に陳列若しく
は配置されたりする「商品タグ」１０８がある。この商品タグは、商品を特定する商品識
別子１１０及び商品タグが配置された店舗を特定する店舗識別子１１２を含む。商品識別
子１１０及び店舗識別子１１２は、例えばＱＲコード（登録商標）やＪＡＮコードとして
商品タグ１０８に記載され、通信機器１０２が備えるリーダ１２０によって読み取られる
。また、商品識別子１１０は、例えば、ＵＲＬのようなアドレス情報であってもよく、該
アドレスへのアクセスによって、商品識別子が示す商品詳細情報１２２を含むサイトを閲
覧することができるようにしてもよい。また、例えば、一つのＱＲコード（登録商標）が
、商品識別子１１０及び店舗識別子１１２の両方を含むようにしてもよい。
【０００９】
　通信機器１０２は、商品識別子１１０及び店舗識別子１１２を読み取るリーダ１２０、
入力インターフェース１１４、出力インターフェース１１６、及び、送受信部１１８（図
示せず）を備え、例えば、これらの機能を組み入れた携帯電話である。通信機器１０２の
送受信部１１８は、通信回線を介してサーバ１０４と通信する。サーバ１０４は、前記通
信機器１０２との間で情報をやり取りする他に、商品データベース１０６を検索する。
　図２が示すように、商品データベース１０６は、商品のサイズ、色、素材などの外観情
報や価格などの商品詳細情報１２２を記憶している。商品データベース１０６は、図１に
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示すように、一つの商品データベース１０６に、各社、各店舗の商品詳細情報１２２を集
めてもよいし、サーバ１０４が、複数の商品データベース１０６と相互通信し、検索して
、商品詳細情報１２２を集めてもよい。
【００１０】
　図３は、商品購入促進システム１００のデータフロー図である。ユーザによって操作さ
れる通信機器１０２は、リーダ１２０（例えば、ＣＣＤ、レーザスキャナ）によって商品
識別子１１０及び店舗識別子１１２を商品タグ１０８から読み取り（ステップＳ３０２）
、送受信部１１８は、読み取られた商品識別子１１０及び店舗識別子１１２をサーバ１０
４に送信する（ステップＳ３０４）。サーバ１０４は、受信した商品識別子１１０を検索
キーにして、商品データベース１０６に記憶された商品の商品詳細情報１２２を検索する
ことができる（ステップＳ３０８）。
　サーバは、検索した商品詳細情報１２２を通信機器１０２に送信する（ステップＳ３１
０）。図４に示すように、通信機器１０２は、出力インターフェース１１６（例えば、デ
ィスプレイ画面）に、商品タグ１０８に対応する商品に関する商品詳細情報１２２を表示
する（ステップＳ３１４）。通信機器１０２は、商品詳細情報１２２と店舗識別子１１２
をリンク付けする（ステップＳ３１６）。
【００１１】
　商品詳細情報１２２を受信したユーザが実際に商品を購入する場合には、ユーザは商品
詳細情報１２２を参照しながら、購入する商品を示す商品情報（例えば、商品ＩＤ、商品
識別子）を、キーボードなどの入力インターフェース１１４を用いて通信機器１０２に入
力する。通信機器１０２の送受信部１１８は、上述した商品情報、及び、ユーザによって
参照された商品詳細情報１２２にリンク付けされた店舗識別子をサーバ１０４に送信する
（ステップＳ３２０）。これを受けて、サーバ１０４は、商品の支払い代金をユーザに課
金する処理を行い、受信した商品情報が示す商品が購入される予定であることを、オンラ
イン店舗などの商品倉庫に送信する（ステップＳ３２４）。ユーザに対する課金は、入力
インターフェース１１４を用いて、通信機器１０２に入力されたクレジット番号若しくは
ユーザＩＤといったユーザ固有のユーザ情報を利用して行ってもよい。さらに、通信機器
１０２から受信した店舗識別子１１２が示す店舗に、報奨を配分する処理を行う（ステッ
プＳ３２４）。商品倉庫は、主にオンライン店舗の商品倉庫であるが、実店舗の商品倉庫
であっても、未だどの店舗に出荷するとは決められていない在庫（フリー在庫）を保管す
る商品倉庫であってもよい。商品が購入される予定であることを受信した商品倉庫は、購
入される予定の商品をユーザに届けるための梱包や配送処理などを行う。
【００１２】
＜第二の実施形態＞
　第二の実施形態における商品購入促進システムの基本構成は、第一の実施形態における
商品購入促進システム１００と同一である。したがって、同一の構成要素に関する説明は
省略し、本実施形態では商品購入促進システム１００と異なる点についての説明をするこ
ととする。
【００１３】
　第二の実施形態では、商品詳細情報１２２は、図５に示すように、各店舗における在庫
状況を示す情報を含む。半日や毎日など一定周期で各店舗から最新の在庫情報がサーバに
届けられるので、商品データベース１０６は、定期的に更新された在庫情報を記憶してい
る。また、定期的ではなくリアルタイムで在庫情報をサーバに届けてもよい。商品の在庫
情報は、商品タグ１０８が置かれた実店舗、商品タグ１０８が置かれていない実店舗、オ
ンライン店舗の在庫、さらに、未だどの店舗に出荷するとは決められていない在庫（フリ
ー在庫）に関する情報を含むことができる。図６に示すように、出力インターフェース１
１６には、各店舗（実店舗及びオンライン店舗）における商品の在庫数が表示されること
から、ユーザは、所望の商品が或る店舗で欠品状態であっても、オンライン店舗若しくは
他の実店舗からより確実に購入することができる。ユーザが商品購入の店舗としてオンラ
イン店舗を選択した場合、オンライン店舗では、購入される予定の商品をユーザに届ける
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ための梱包や配送処理を行う。購入予定店舗として或る実店舗が指定されていた場合は、
指定された実店舗は、購入される商品が他のユーザに購入されて欠品が生じないようにす
るため、ユーザが当該商品を受け取りに来るまで、購入される商品を保管してもよいし、
或いは、オンライン店舗同様に、そのユーザに配送してもよい。本実施形態において、サ
ーバは商品の支払いのためのユーザ課金処理を既に実行後であるため、未払い状態で取り
置きがされる場合と異なり、ユーザが商品の受け取り及び支払いを放棄して商品が売れ残
ってしまうリスクを防止できるというメリットがある。
【００１４】
　第二の実施形態においては、商品詳細情報１２２を受信したユーザが実際に商品を購入
する場合、ユーザは商品詳細情報１２２を参照しながら、購入する商品を示す商品情報（
例えば、商品ＩＤ）とともに、購入する店舗を示す店舗情報（例えば、店舗ＩＤ）を、キ
ーボードなどの入力インターフェース１１４を用いて入力する。通信機器１０２の送受信
部１１８は、上述した商品情報及び店舗情報をサーバ１０４に送信する。これを受けて、
サーバ１０４は、第一の実施形態同様に、商品の支払い代金をユーザに課金する処理及び
店舗識別子１１２が示す店舗に、報奨を配分する処理を行い、さらに、受信した商品情報
が示す商品が購入される予定であることを、店舗情報が示すオンライン店舗若しくは各実
店舗に送信する。
【００１５】
　図７は、本発明が様々な商品タグを許容可能であることを示すための図である。
　例えば、ＪＡＮコードといった商品識別子７０６のみを含む商品タグ（Ｘ）７０４が商
品に予め取り付けられていて、商品識別子１１０及び店舗識別子５０２を含む別の商品タ
グ（Ｙ）１０８を該商品に取り替えて取り付ける場合に、若しくは、追加的に取り付ける
場合に、これら商品識別子（７０４、１１０）は同一商品に対するものであるので、異な
る情報であれば商品を特定することに混乱を生じさせてしまう。そこで、商品タグ（Ｘ）
に含まれる商品識別子７０４及び商品タグ（Ｙ）に含まれる商品識別子１１０をそれぞれ
読み取り、比較器７０２が、２つの商品タグ（Ｘ）及び（Ｙ）が同一の商品を示すかを確
認する。本比較器を用いることにより、本来、同一の商品識別子が付されなければならな
い複数の商品タグの取り付けミスを防ぐことができる。
【００１６】
＜第三の実施形態＞
　図８は、第三の実施形態における商品購入促進システム８００の全体構成図である。
　商品購入促進システム８００の基本構成は、第一の実施形態における商品購入促進シス
テム１００及び第二の実施形態における商品購入促進システム２００とほぼ同一である。
したがって、同一の構成要素に関する説明は省略し、本実施形態の商品購入促進システム
８００に特徴的な点に焦点をあてて説明をすることとする。
【００１７】
　商品購入促進システム８００は、商品タグ１０８、通信機器１０２、サーバ１０４、商
品データベース１０６、及び、ユーザデータベース８０２を備える。サーバ１０４は、各
ユーザ固有のユーザ情報（例えば、ユーザＩＤ、クレジット番号など）をキーとして、ユ
ーザデータベース８０２を検索する。図９に示すように、ユーザデータベース８０２は、
ユーザに購入された商品を示す商品情報を、ユーザごとに記憶する。商品情報は、その商
品に対応する商品識別子１１０を含んでもよいし、商品詳細情報１２２と同様の情報を含
んでもよい。
　サーバ１０４は、ユーザデータベース８０２に格納された商品情報を基に、ユーザが既
に購入した商品の商品詳細情報１２２を商品データベース１０６から検索する。サーバは
、ユーザから送信された商品識別子１１０に対応する購入予定の商品の商品詳細情報１２
２と、ユーザが既に購入した商品の商品詳細情報１２２から組み合わせ情報を作成してユ
ーザに提供する。なお、商品情報として、商品詳細情報１２２と同様の情報を含んでいる
場合には、サーバは、購入予定の商品の商品詳細情報１２２と、既に購入した商品の商品
情報から組み合わせ情報を作成して、ユーザに提供してもよい。ユーザはこの組み合わせ
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情報を参考にして、購入する商品を選択する。組み合わせ情報の例としては、商品の外観
を並べて表示することを含む。特に、アパレル業界において、既に購入した商品と新たに
購入するか検討中の商品を具体的には可視化して並べながらユーザに呈示することは、ユ
ーザが商品を購入するか否かの判断を促すのに有益であると言われている。
【００１８】
　図１０は、商品購入促進システム８００における商品購入の際のデータフロー図である
。ユーザが購入する商品を決定すると、通信機器１０２は、商品情報、店舗識別子及びユ
ーザ情報をサーバ１０４に送信する（ステップＳ１００２）。これを受けて、サーバ１０
４は、商品購入促進システム１００、５００と同様に商品の支払い代金をユーザに課金す
る処理を行う（ステップＳ１００６）。さらに、サーバ１０４は、送受信部１１８により
受信した商品情報を、ユーザ情報を検索キーとして検索できるように商品情報とユーザ情
報をリンク付け、ユーザデータベース８０２に記憶する（ステップＳ１００８）。商品情
報の代わりに商品詳細情報１２２をユーザ情報とリンク付けて、ユーザデータベース８０
２に記憶してもよい。
【００１９】
　図１１は、商品購入促進システム８００における商品詳細情報１２２の問合せの際のデ
ータフロー図である。通信機器１０２は、商品識別子１１０及びユーザ情報を送信する（
ステップＳ１１０４）。サーバ１０４は、受信した商品識別子１１０を検索キーとして、
商品データベース１０６から商品詳細情報１２２を検索する（ステップＳ１１０８）。ま
た、サーバ１０４は、受信したユーザ情報を検索キーとして、過去にユーザが購入した商
品を示す商品情報をユーザデータベース１０６から取得する（ステップＳ１１１０）。サ
ーバ１０４は、商品情報を基に、商品データベース１０６から商品詳細情報１２２を検索
する（ステップＳ１１１２）。サーバ１０４は、取得した二つの商品詳細情報１２２から
組み合わせ情報を作成する（ステップＳ１１１４）。サーバ１０４は、組み合わせ情報を
通信機器１０２に送信し（ステップＳ１１１６）、通信機器１０２は、受信した組み合わ
せ情報を出力インターフェース１１６に表示する（ステップＳ１１１８）。
　ユーザは、組み合わせ情報を参照して、商品の購入を決めることができる。例えば、商
品購入促進システム８００をアパレル業界における服飾品の購入に適用する場合、通信機
器１０２の出力インターフェース１１６上に、ユーザが複数の衣類をあたかも試着したか
のように表示することができるため、ユーザが実際に試着をすることなく商品を購入すべ
きかの決定を促すことが可能になる。この場合、ユーザの外観をユーザ情報としてユーザ
データベース８０２に登録しておけばよい。なお、複数の購入予定の商品詳細情報１２２
及び／又は複数の既に購入した商品詳細情報から組み合わせ情報を作成してもよい。
【００２０】
　また、図１２に示すようなデータ処理にしてもよい。すなわち、ユーザが、ユーザ情報
を通信機器１０２の入力インターフェース１１４に入力し、通信機器１０２が、このユー
ザ情報をサーバ１０４に送信する（ステップＳ１２０２）。サーバ１０４は、受信したユ
ーザ情報を検索キーとして、当該ユーザが購入した商品情報を検索すると（ステップＳ１
２０６）、次に、検索した商品情報を通信機器１０２に送信する（ステップＳ１２０８）
。通信機器１０２は、受信した商品情報を出力インターフェース１１６に表示する（ステ
ップＳ１２１２）。ユーザは、通信機器１０２に表示された商品情報を参照することによ
って、自分が購入した商品を確認することができる。例えば、商品の返品を希望する場合
に、ユーザは受信した商品情報の表示から返品対象の商品を把握し、サーバ１０４に対し
て返品の意思表示を直ちに伝えることができる。しかも、購入の証拠として従来は必要と
されていたレシート等を必要とせずに、返品を受け付けることが可能となる。また、各店
舗からユーザデータベース８０２にアクセスすることによっても、各ユーザが購入した商
品を示す商品情報を確認でき、レシート等を用いることなく商品の返品をすることができ
るようにしてもよい。
【００２１】
＜第四の実施形態＞
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　図１３は、第四の実施形態における商品購入促進システム１３００の全体構成図である
。商品購入促進システム１３００の基本構成は、上述した第一の実施形態における商品購
入促進システム１００等とほぼ同一である。したがって、同一の構成要素に関する説明は
省略し、本実施形態の商品購入促進システム１３００に特徴的な点に焦点をあてて説明を
することとする。
【００２２】
　商品購入促進システム１３００は、商品タグ１０８、通信機器１０２、サーバ１０４、
商品データベース１０６及びユーザデータベース１３０２を備える。商品データベース１
０６は、一又は複数の関連商品情報を含む商品詳細情報１２２を、商品識別子１１０とリ
ンク付けて記憶している。したがって、サーバ１０４は、商品識別子１１０を検索キーと
して商品詳細情報検索１２０することができる。ここで、関連商品情報とは、例えば、商
品識別子１１０が示す商品のサイズ違い商品、若しくは、機能類似商品などの情報を含む
。図１４は、関連商品情報が色違い商品の情報である例を示している。また、関連商品情
報には、各店舗若しくは商品製作者などが、商品識別子１１０が示す商品と組み合わせて
用いることを推奨する商品を含んでもよい。
　図１５が示すように、ユーザデータベース１３０２には、サーバがユーザ情報を検索キ
ーとしてサーチ可能なユーザ詳細情報１３０４が記憶されている。このユーザ詳細情報１
３０４は、一又は複数の関連商品情報の中から各ユーザに適した関連商品情報を選択する
ために用いられる情報であり、例えば、アパレル業界においては、予め登録したユーザの
身長、胸囲等の採寸データであってもよい。関連商品情報が、商品識別子１１０によって
特定される商品のサイズ違い商品（Ｓ、Ｍ、Ｌ）である場合には、登録されているユーザ
の採寸データを用いて、ユーザに適する商品のサイズを特定し、関連商品情報（若しくは
商品詳細情報１２２）を決定するようにしてもよい。
　この場合、サーバは、ユーザ詳細情報１３０４に含まれるユーザの採寸値と、関連商品
情報（若しくは商品詳細情報１２２）に含まれる商品のサイズとの差が、所定の許容範囲
内であるか否かに基づき、ユーザに適した商品を決定するための判断基準にしてもよい。
また、ユーザの採寸値以上のサイズの商品のみをユーザに適した関連商品であると決定し
てもよい。また、商品識別子１１０が示す商品の特性（例えば、色、柄）を検索キーとし
て、サーバ１０４が、商品データベース１０６から関連商品情報を検索することによって
、関連商品情報が取得できるようにしてもよい。さらに、関連商品情報として、商品が置
かれている店舗の位置情報を含み、サーバは、受信した店舗識別子５０２が示す店舗付近
の店舗を、関連商品情報内の前記位置情報を基に探して商品の在庫があるかを検索し、検
索された商品詳細情報１２２の中から関連商品を選択するようにしてもよい。
【００２３】
　図１６は、商品購入促進システム１３００のデータフロー図である。通信機器１０２の
送受信部１１８は、商品識別子１１０及びユーザ情報をサーバ１０４に送信する（ステッ
プＳ１６０４）。サーバ１０４は、受信した商品識別子１１０を検索キーとして商品デー
タベース１０６を検索し、一又は複数の関連商品情報を含む商品詳細情報１２２を取得す
る（ステップＳ１６０８）。また、サーバ１０４は、受信したユーザ情報を検索キーとし
てユーザデータベース１３０２を検索し、ユーザ詳細情報１３０４を取得する（ステップ
Ｓ１６１０）。サーバ１０４は、ユーザ詳細情報１３０４に基づき一又は複数の関連商品
情報の中からユーザに適した関連商品情報を選択し（ステップＳ１６１２）、通信機器１
０２に送信する（ステップＳ１６１４）。通信機器１０２は、受信した関連商品情報を出
力インターフェース１１６に表示する（ステップＳ１６１８）。ユーザは、選択された関
連商品情報を含む商品詳細情報１２２を参照して、商品選択をすることができる。
【符号の説明】
【００２４】
１０２：通信機器
１０４：サーバ
１０６：商品データベース
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１０８：商品タグ
１１０：商品識別子
１１２：店舗識別子
１１４：入力インターフェース
１１６：出力インターフェース
１１８：送受信部
１２０：リーダ
１２２：商品詳細情報
７０２：比較器
７０４：商品タグ
７０６：商品識別子
８０２：ユーザデータベース
８０４：ユーザ購入情報
１３０２：ユーザデータベース
１３０４：ユーザ詳細情報

【図１】 【図２】
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